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要　旨

　北欧協力の生涯学習政策は，グローバル社会における国際機関や EU との関係から，

複層的に形成されている．本論ではまず，グローバルレベルにおける制度構造として，

国連と OECD の生涯学習政策について考察した．次に，ヨーロッパレベルにおける制

度構造として EU の生涯学習政策について，まずはその政策構造について論じ，その上

で欧州資格枠組みと，ノンフォーマル教育とインフォーマル教育の認証ガイドラインに

ついて論じた．続いて，北欧地域レベルの制度構造として北欧協力の生涯学習政策につ

いて，EU の生涯学習政策の成立の前と後とで，それぞれ異なる推進体制と主要な政策

領域について論じ，特にノンフォーマル・インフォーマル教育の認証の制度化について

考察した．結論として，北欧協力は UNESCO や OECD といったグローバル社会の生

涯学習政策だけではなく，特に EU の生涯学習政策に強く影響を受けながら，北欧地域

独自の生涯学習政策を形成し，北欧諸国が共同で採用し，グローバル社会や EU に適応

できるようにしていることが明らかになった．

キーワード：北欧協力，EU，生涯学習，認証，ノンフォーマル教育，

インフォーマル教育

　はじめに

　グローバル化によって多国籍企業が国境を越えて移動するようになり，租税負担を忌避するよ

うになった．そのような企業の国外転出を防ぎ，国内誘致を進めるために国家が租税負担を引き

下げ合うことで，国際的に租税収入が減少して財政危機となり，公共サービスや社会保障水準を

引き下げ合う，「底辺への競争」と福祉国家の危機が指摘されて久しい．その福祉国家の危機に

対して，1990 年代以降に持続可能な福祉国家財政を再編する理論的基盤となったのが，人的資

本理論である．福祉国家の給付増の原因となる失業の可能性が低く，福祉国家の財源となる税の
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拠出能力の高い質の高い労働力を，教育投資によって育成することが可能であり，そのための手

段として労働者の労働能力を，生涯にわたって繰り返し向上させるしくみである，生涯学習政策

が注目されている．

　また，国際的な租税引き下げによる企業誘致の国家間競争である「底辺への競争」を脱し，国

際的な労働能力・コンピテンスの引き上げによる，企業誘致の国家間協力へと転換する動きが見

られる．多国籍企業の国境を越えた展開に対応するかのような，福祉国家政策の国境を越えた展

開とも見ることができるこのような政策動向において，高水準の福祉国家を構築した北欧諸国

と，その生涯学習政策の位置付けを検討したものはない．

　そこで本研究の目的であるが，北欧協力の生涯学習政策をグローバル社会における国際機関や

EU との関係から，複層的に描き出すことである．本研究の方法であるが，UNESCO や OECD，

EU，北欧協力の政策文書を読み解くことによる．本研究の予想される結論であるが，北欧協力

は UNESCO や OECD といったグローバル社会の生涯学習政策だけではなく，特に EU の生涯

学習政策に強く影響を受けながら，北欧地域独自の生涯学習政策を形成し，北欧諸国が共同で採

用し，グローバル社会や EU に適応できるようにしているというものである．

　本論の構成であるが，グローバル社会における生涯学習政策が複層的に形成されていることを

論じるため，まず第一章で第一層であるグローバルレベルの生涯学習政策について，UNESCO

や OECD の生涯学習政策から論じる．次に第二層のヨーロッパレベルの生涯学習政策について，

EU の生涯学習政策から論じる．続いて第三層の北欧地域レベルの生涯学習政策について，第三

章でその概要を，第四章で特にノンフォーマル・インフォーマル教育の認証に焦点を当てて論

じ，グローバルレベル，ヨーロッパレベルの生涯学習政策との関連性を考察する．

　１．グローバル社会における生涯学習政策

　北欧諸国における生涯学習政策に関する先行研究を概観したのち，グローバル化に際して形成

された北欧諸国を取り巻く三層の国境を取り巻く制度構造について論じ，グローバルレベルにお

ける制度構造として，国連と OECD の生涯学習政策について考察する．

　1-1．北欧諸国における生涯学習に関する先行研究

　スウェーデンの生涯学習政策については，多くの研究が存在する．主なものに，スウェーデン

の生涯学習政策の概要を論じた中嶋（1994），学習サークルを中心に生涯学習政策の概要を論じ

た Johansson（2005），知識基盤社会への移行の中でリカレント教育が大学から高校・成人教育

へと移行したことを論じた伊藤（2007），生涯学習政策における学習センターの役割を論じた澤

野（2012），民衆大学（folkhögskola）についてその概要と学習の実態を論じた松田（2013），

生涯学習政策の改革と資格枠組みや学習成果の認定について論じた澤野（2018），生涯学習にお

けるキャリアガイダンスについて論じた森田（2020）などがあり，他にも保育政策や障害者教育
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との関係を論じたものがある．中でも特筆すべきは，スウェーデンの民衆教育を詳細に分析した

太田（2011）である．太田はインフォーマルセクターによる教育である民衆教育，特に学習サー

クルに焦点を当て，スウェーデンの生涯学習政策に民衆教育運動を交差させながら論じている．

　デンマークの生涯学習政策については，生涯学習政策とフォルクホイスコーレなどの自由成人

教育の関係を論じた佐藤（2012），生涯学習戦略を移民の増大の観点から論じた坂口（2012），ノ

ンフォーマル教育における従前学習の認証について論じた佐藤（2015），生涯学習政策をキャリ

ア教育との関係から論じた森田（2017a），若者教育ガイダンスセンターについて論じた青木

（2017）がある．また生涯学習政策の起源ともいえるフォルクホイスコーレや，その構想者であ

るグルントヴィに関連する研究は多い．

　フィンランドの生涯学習政策については，教育制度改革の文脈で生涯学習政策を論じた渡邊

（2009），高等教育機関における社会人教育を論じた亀野（2012），生涯学習政策の関係諸制度と

課題について論じた森田（2017b）などがある．ノルウェーの生涯学習政策については研究がほ

とんどなく，ノルウェーの教育制度の一環としてその生涯学習政策を論じた澤野（2004）があ

る．アイスランドの生涯学習政策を論じたものは見当たらない．

　これらの先行研究は北欧 5 カ国それぞれの生涯学習政策について論じたものであるが，国境を

越えて人や物資が動くグローバル化の時代において，国境を越えた生涯学習政策を論じたもので

はない．澤野（2007）は，北欧諸国が 1990 年代の国際情勢の変化と知識基盤社会への移行を受

けて，生涯学習社会の構築のために教育改革を行ったことを述べ，その過程で北欧閣僚理事会の

生涯学習政策について論じている．『草原のなかの黄金の富：生涯学習をすべての人に』（Nordic 

Council of Ministers 1995）には，生涯学習の北欧モデルを世界に発信することを念頭に，北欧

共通の教材やプログラムの開発を行うなど，6 つの行動計画が提案されているとしている．しか

し，澤野の分析は『草原のなかの黄金の富』に留まっており，その後の展開や，北欧協力とその

他の国際機関の生涯学習政策との関係性が不明である．そこで，本論では澤野の研究に立脚しな

がらも，時間的・地理的に拡張し，分析を進める．

　1-2．教育政策における三層の国境を越える制度構造

　北欧諸国の制度に影響を与えているものに，グローバル，ヨーロッパ，そして北欧地域の三層

の国境を越える制度構造がある．まず世界中を覆うグローバルレベルでは，UNESCO などの国

連諸機関や OECD の政策があり，次に地理的な範囲を狭めるとヨーロッパレベルでは EU の政

策，そしてさらに狭めると北欧地域レベルでは北欧協力の政策がある．これらの三層の国境を越

える制度構造は，グローバルレベルの政策がヨーロッパレベルの政策と北欧レベルの政策へ，

ヨーロッパレベルの政策が北欧レベルの政策へと，階層的に影響している．

　このような複層的・多段階的な政策決定の背景には，政策主体である国家主権の解体・拡散を

論じる多段階統治論（マルチガバナンス論）がある．例えば槌田（2013）は，スウェーデンの福

祉国家の再編成を多段階統治の観点から捉え，EU，中央政府，地方自治体の三層の統治システ
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ムに加え，新設されたリージョンという広域自治体を統治システム1間ネットワークの要として

論じている．槌田は EU からスウェーデン国内の中央政府，広域自治体，自治体へと国内の各レ

ベルを考察して，多段階統治を考察しているが，本論では逆に，グローバルレベル，ヨーロッパ

レベル，そして北欧地域レベルと国外の国境を越える各レベルを考察し，多段階統治を考察す

る．

　北欧地域において，国境を越えた政策を展開しているのが，北欧 5 カ国と 3 つの自治領が加盟

する北欧協力（Nordic Cooperation）である．五月女（2004）によると，北欧協力は 19 世紀に

設立され，1953 年に国家間の協議機関として北欧理事会（Nordic Council）が，1971 年にその

事務局として北欧閣僚理事会（Nordic Council of Ministers）が設立されている．この北欧閣僚

理事会を中心に北欧地域における国境を越えた教育政策が展開されており，例えば高等教育政策

（天池 2020）や初等・中等教育政策（天池 2021）が取り組まれている．それらの北欧地域にお

ける国境を越える教育政策は，国連や OECD，EU などによる，より広範囲な国境を越える教育

政策の影響を受け，取り組まれているものであり，本論はその北欧協力における国境を越える生

涯学習政策の概要と，グローバル化における三層の制度構造を明らかにするものである．

　1-3．国連の生涯学習政策

　グローバルレベルにおける生涯学習政策として，第一に国連・UNESCO の政策がある．福田

（2017）によると，世界的には UNESCO が生涯学習の理論と制度構築をリードしてきており，

1946 年から識字教育，職業技術指導など広範囲の活動を「基盤教育」として展開，1958 年から

は識字教育を中心に行っている．1968 年の第 15 回 UNESCO 総会で，国連国際教育年の議論の

中で生涯継続教育が採用されている．UNESCO は，生涯学習は学習者が主体であるという原則

を打ち出す反面，新興独立国に対する教育援助を少額で即効性のあるものにするために，非制度

的なインフォーマル教育を事実上の投資先とするなど，生涯学習における権利と投資という両義

性が見られると福田は論じている．

　UNESCO における生涯学習政策が曲がり角を迎えるのが，1996 年の『学習：秘められた宝』

（Delors et al. 1996）である．この報告書はラ・フォンテーヌの寓話「農夫とその子どもたち」

を引用し，学習とは内なる力を掘り起こすことであると学習を定義している．そして「生涯学

習」の用語を使用し，学習の 4 本柱として，「知ることを学ぶ」，「なすことを学ぶ」，「共に生き

ることを学ぶ」，「生きるために学ぶ」を提唱した．グローバル化や情報化，知識基盤経済におい

ては，民主的な社会参加のために，市民教育とシティズンシップの実践が重要であると提起して

いる．

　また UNESCO は 1990 年に，タイのジェムティエンにて万人のための教育世界会議を共催し，

「万人のための教育世界宣言，および基礎的な学習ニーズに対する行動のためのフレームワーク」

（UNESCO 1990）において，2000 年までに整備すべき教育目標が定められた．しかしそれらの

目標が達成困難であったため，2000 年にセネガルのダカールで世界教育フォーラムが開催され，
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「万人のための教育　行動のためのダカール・フレームワーク」（UNESCO 2000）において，

2015 年までに達成すべき教育分野における目標を 6 点挙げ，そのうちの一つに「若者と大人の

学習と生活スキルを向上させる」という目標を掲げている．

　1-4．OECDの生涯学習政策

　グローバルレベルにおける生涯学習政策として，第二に OECD の政策がある．福田（2017）

によると，そもそもリカレント教育の理念を提唱したのはスウェーデンであり， 初にリカレン

ト教育の原形となるアイディアを提唱したのは経済学者レーン（Rehn, Gösta）である．その後，

その制度化に関する理論的根拠を提供したのがフセーン（Husen, Torsten）であり，1969 年の

第 6 回ヨーロッパ教育閣僚会議において文相パルメ（Palme, Olof）が取り上げたことで，国際

的に知られるようになる．1971 年に OECD は，競争力の要請に基づき雇用と学習を関連付ける

ために，『教育の機会均等』（OECD 1971）においてリカレント教育の考えを取り入れた．また

福田は 1996 年に OECD が発行した『万人のための生涯学習』（OECD 1996）は，OECD のリカ

レント教育が生涯学習へと解消され，EU とともにヨーロッパの教育政策を推進する契機となっ

たとしている．この OECD の生涯学習の概念では，フォーマルな学校教育，ノンフォーマル学

習，インフォーマル学習が，生涯学習のもとに一体的に包含されている．

　また OECD は，2010 年に従前学習の成果の認証のため，報告書『学習成果の認証と評価』

OECD（2010）を発行している．人的資本の源となる知識やスキルが，フォーマルな学習以外で

も習得されているため，そのようなノンフォーマル・インフォーマル学習を認証することによっ

て，人的資本を可視化することが可能になるのである．ノンフォーマル・インフォーマル学習の

認証には，フォーマルな学習へと進むインセンティブや，労働市場における職のマッチングなど

の価値，資格取得にかかる費用の節減やキャリア開発の可能性，社会的に不利な立場な者の平等

の推進などの，社会的意義が挙げられている．また実装にあたっては，人的資本の蓄積の見地に

立って，政策の上位に位置付けられるべきであること，特定・文書化（Identification and 

Documentation），何を知っていて何をできるのか確立する（Establishing What Someone 

knows or Can Do），妥当性の確認（Validation），認定（Social Recognition）の 4 つの段階を

経て認証が行われること，生涯学習政策に統合されるべきことが述べられている．

　 後に OECD は国際成人力調査（PIAAC：Programme for the International Assessment 

of Adult Competencies）を実施している．国立教育政策研究所（2013）によると，これは 16 歳

以上 65 歳以下の成人を対象として，仕事や日常生活で必要なスキルを測定したものである．調

査は成人を対象に，読解力，数的思考力，IT を活用した問題解決能力の 3 分野のスキルを直接

評価し，その他にも学校教育や職業訓練などと，成人のスキル習得度との関係や，成人のスキル

習熟度と様々な経済的・社会的アウトカムとの関係を検証している．
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　２．EUの生涯学習政策

　ヨーロッパレベルにおける制度構造として EU の生涯学習政策について，まずは生涯学習政策

の政策構造について論じ，その上で欧州資格枠組みと，ノンフォーマル教育とインフォーマル教

育の認証ガイドラインについて論じる．

　2-1．EUの生涯学習政策の政策構造

　ヨーロッパレベルでの国境を越える生涯学習政策は，EC（Europan Community）の時代に

は明確には定められていない．本格的に定められたのは EU が成立して以後，1996 年が「欧州

生涯学習年」に指定されて以降である．続いて 2000 年に第 2 次ソクラテス計画の中で，成人教

育を担当するグルントヴィ計画が策定された．グルントヴィ計画は主に成人教育に関して，生徒

や教員の移動を支援している．そして 2007 年には，「生涯学習の促進に関する総合計画」

（European Union 2006a）が策定され，学校教育領域のコメニウス，高等教育領域のエラスム

ス，職業教育領域のレオナルド・ダ・ヴィンチ，そして成人教育分野のグルントヴィの 4 つの教

育計画を，統合的に運用することになった．

　この「生涯学習の促進に関する総合計画」は，リスボン戦略（Lisbon Strategy）やそれに付

随する教育政策を，ヨーロッパの次元で支援することが定められている．2000 年に定められた

リスボン戦略は，ヨーロッパを も競争的でダイナミックな知識基盤経済にすることを目標にし

た成長戦略であり，2010 年までに社会福祉と教育制度の変革を求め，その達成目標を数値化し

たベンチマークを設定している．また，2010 年には後継の成長戦略であるヨーロッパ 2020 戦略

を策定している．

　このような EU の成長戦略に基づいて，その目標達成のために定められた教育政策が，教育と

訓練 2010（Education and Training 2010：ET2010）と，その後継計画である教育と訓練 2020

（Education and Training 2020：ET2020）である．それぞれにおいて 5 つのベンチマークが定

められ，生涯学習政策領域でもベンチマークが定められているが，教育と訓練 2010 においては

「25 歳から 64 歳の生涯学習への参加率を 低でも 12.5％にする」（European Council 2003），教

育と訓練 2020 においては「生涯学習への成人の参加を 15％にする」（European Council 2009）

となっている．

　以下では，EU の生涯学習政策について主な取り組みとして，欧州資格枠組みの策定と，ノン

フォーマル・インフォーマル教育の認証ガイドラインについて論じる．

　2-2．欧州資格枠組み

　岩田（2015）の整理によると，EQF（European Qualification Framework：欧州資格枠組み）

と NQF（National Qualification Framework：国家資格枠組み）は，様々な資格の能力評価制
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度を国際的に比較可能にするものであり，EU 加盟国を中心に EQF に準拠した NQF の整備が

進められている．EQF は上述のリスボン戦略やそれに基づく教育と訓練 2010 に基づいて策定さ

れた，高等教育領域の統合を進めるボローニャ・プロセス，職業教育領域の統合を進めるコペン

ハーゲン・プロセスを，接合するフレームワークとして構想されている．

　EQF では教育レベルを基礎教育段階の 1 から，高等教育段階（博士）の 8 まで設定しており，

生涯を通じた学習成果を資格化し，また参加各国が EQF に準拠した NQF を整備することによっ

て，国境を越えた資格の互換性を実現している．Nordentoft, Tiina and Flemming（2011）に

よると，EQF は公的な教育である一般教育，職業教育，高等教育，成人教育を学習サブシステ

ムとして包含する，包括的な参照枠組みであるところに特徴があり，様々に異なる学習経路の互

換性や，多様な学習サブシステムの結合を可能にするものである．また，ヨーロッパ諸国間にお

ける資格の通用性（transparency），移行性（transference），認証（recognition）を促進し，

労働者や学生や学習者の移動を促すものである．

　European Union（2008）によると，EU は加盟国に対し 2010 年までに EQF に準拠した NQF

の整備を推奨し，また 2012 年までにすべての国家資格やディプロマにおいて，EQF レベルを参

照点として導入することを求めている．

　2-3．認証ガイドライン 2009年度版

　EU は 2002 年のコペンハーゲン宣言を受けて，生涯学習政策において公的な教育制度の資格

認証だけではなく，ノンフォーマル・インフォーマル教育の単位や資格の互換性を保証するため

に，「ノンフォーマル・インフォーマル学習の特定と認証に関するヨーロッパ一般原則」

（European Commission 2004）を策定した．これは中途退学者や失業者，移民などを，教育訓

練や労働市場に再統合することを目的としており，そのために公的な教育訓練，労働市場におけ

る学習，ボランタリー活動や市民社会での活動，コミュニティにおける学習の認証を行うことを

提起している．

　この「ノンフォーマル・インフォーマル学習の特定と認証に関するヨーロッパ一般原則」を受

け，教育と訓練 2010 の一環として策定されたのが，「ノンフォーマル・インフォーマル学習の認

証のヨーロッパガイドライン」（Cedefop 2009）である．このガイドラインの作成は 2006 年か

ら，EU と EEA に加盟する 28 カ国によって行われた，ピア・ラーニング（peer-learning）で

進められた．その目的は，ヨーロッパ，国家，地域レベルにおいて，従来行われていた一般学習

におけるアウトカムに基づく認証を，ノンフォーマル・インフォーマル学習の認証に発展させる

ことである．またこのガイドラインは，政策決定者によって適用されるような政策枠組みではな

く，教育訓練機関や企業，産業，非政府機関などの多様なステークホルダーによって，評価過程

で任意のチェックリストとして，実践現場で活用されることをめざしたものである．

　ガイドラインでは，国家に対しては認証を NQF のような国家資格枠組みに統合された一部分

とすること，生涯学習を実践する教育機関や企業，成人教育組織に対しては，ノンフォーマル・
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インフォーマル学習の主要な担い手として，公的で合算可能な認証システムの採用を求めてい

る．またボランティアセクターに対しては認証制度を導入することで，学習のアウトカムの価値

付けと可視化を可能にし，他の学習機関に転用できるように求めている．そしてカウンセラーや

評価者，認証過程の管理者などの認証実践者について，認証活動の遂行は彼らの専門性に依存し

ているため，これらの専門職への継続的な訓練が極めて重要であることが指摘されている． 後

に，評価のチェックリストが掲載されている．

　2-4．認証ガイドライン 2015年度版

　2009 年に設定された認証のガイドラインであるが，その後 2010 年以降のヨーロッパの経済危

機による失業率の増大を受けて，2012 年に「ノンフォーマル・インフォーマル学習の認証に関

する推奨」（European Council 2012）が提起され，より具体的な制度設計が求められるように

なった．同文書では失業者，特に若者の雇用可能性と移動性を高めるために，ノンフォーマル・

インフォーマル学習によって得られた知識やスキル，コンピテンスの認証が求められている．認

証を行うために各国に対して，2018 年までに各国の状況に合わせて，ノンフォーマル・イン

フォーマル学習の認証を可能にする法整備をすることが推奨されている．また，ノンフォーマ

ル・インフォーマル学習の認証において，特定（Identification），文書化（Documentation），

評価（Assessment），認定（Certification）の，4 つの要素を導入することを推奨している．そ

の他，認証制度を NQF や EQF と関連付けさせることや，ステークホルダーの参加を推奨して

いる．

　この推奨事項を受けて，2015 年に「ノンフォーマル・インフォーマル学習の認証のヨーロッ

パガイドライン」が改訂された（Cedefop 2015）．この新ガイドラインは，EU 評議会教育委員

会や，EQF のアドバイザーグループ，2013 年のメヘレン（Mechelen）・ヨーロッパ会議の参加

者，そしてヨーロッパ・国家両レベルでの認証のステークホルダーが，策定に関わっている．新

ガイドラインでも，認証は失業に対して有効であり，また難民の社会への包摂を支援するものと

して，失業対策とそれによる社会的統合の側面が強調されている．このガイドラインでは，認証

を実装する状況を明確にするために，ステークホルダーが認証制度の実装に際して直面するであ

ろう，様々な選択肢や可能性を示している．具体的には，認証を特定，文書化，評価，認定の 4

つの段階として捉え，それぞれの段階において各国の状況に合わせて多様な取り組みができるよ

う，カギとなる質問を挙げて大枠から外れないようにしている．

　以上より EU の生涯学習政策では，EQF やノンフォーマル・インフォーマル学習の認証のガ

イドラインの策定によって，学習の記録や可視化が進められている．特にノンフォーマル・イン

フォーマル学習の認証のガイドラインは，政策の枠組みを設定するものではなく，カウンセラー

や評価者，教育提供者などの実践担当者ごとに，それぞれが参照するチェックリストになってお

り，かなり詳細に規定している点に他の政策領域には見られない，大きな特徴が見られる．
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　３．北欧協力の生涯学習政策（1）　－はじまりとそのひろがり－

　北欧地域レベルの制度構造である北欧協力の生涯学習政策について，EU の生涯学習政策の成

立の前と後とで，それぞれ異なる推進体制と主要な政策領域について論じる．

　3-1．草原のなかの黄金の富

　EU の生涯学習政策が成立する前に北欧協力が，初めて生涯学習政策を打ち出したのが，1995

年の報告書『草原のなかの黄金の富　－生涯学習をすべての人に』（Nordic Council of 

Ministers 1995）である．これは 1996 年に発行された UNESCO の『学習：秘められた宝』

（Delors et al. 1996），同年に発行された OECD の『万人のための生涯学習』（OECD 1996）よ

り，1 年早いものである．報告書では，その序文で北欧神話の書物である古エッダの冒頭にある，

北欧神話における世界の創造から終末までを語る「巫女の予言」を引用し，そこでは巫女がオー

ディンに知識の取得について述べている．

　報告書は知識について論じており，未来の教育に求められるものとして，国際理解，言語スキ

ル，記号の解釈能力，参加と協力の精神，柔軟性，ホリスティックアプローチ，両脳を扱う能

力，継続的な発達と学習を求めるモチベーションなどを挙げている．そして学び方を学ぶことが

強調され，拡大するグローバル競争と本当の民主主義と共同の実践のためには，新しいものを学

ぶ能力が求められ，全人口のコンピテンスのレベルを上げるために，生涯学習の必要性が提起さ

れている．また，生涯学習は，競争性を向上させることと，賃労働の期間と学習訓練期間，その

他の活動の期間を適切に配分することによって，失業対策に寄与するものだとしている．

　生涯学習が北欧の社会に与える影響として，従来から，北欧の成人教育は産業の要請に沿って

変化を起こすのに貢献し，地域の競争力を高めたことを挙げ，すべて人のための生涯学習は，競

争力，福祉社会，民主主義的な価値が危機にさらされるような変化に対して，北欧の地域を も

効果的に対応できるようにすると述べている．また，知識が職場や社会を継続的に変化させるよ

うになり，その変化の速度が速くなったため，知識の更新を次の世代が置き換わるまで待つこと

ができず，同一人物が生涯を通じて知識を更新する必要性が提起されている．このような変化の

背景としてグローバル経済が指摘され，北欧諸国は賃金や労働条件，環境や健康要因などにおい

て，第三世界と競争することが難しいため，すべての人にできるだけ資格を上げてもらう以外に

方法はないと述べられている．それは単に国際経済において競争力を維持するだけではなく，北

欧の福祉社会が生き残るために も必要なことであるとしている．

　以上のような背景から報告書は，北欧諸国の方向性について述べている．職については，未来

においてはルーティンの職はほとんどなく，高いコンピテンスが求められるようになることか

ら，北欧の福祉社会では非熟練，低賃金のサービス労働ではなく，あらゆる領域でコンピテンス

と質の向上に努めなければならない．失業については，所得移転の経費を高め，国家の財政を圧
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迫し，財政赤字や高い税率が経済成長を阻害する原因とされている．その失業の原因は，要求さ

れる新しい資格を得ることができていないためであり，対策として失業した労働者が職業教育を

受けて，必要なスキルやコンピテンスを身につけることと，すべての市民が人生を通じて，生涯

学習によって職を変わる能力を身につける，マルチトラック・キャリアの構築の，2 重の戦略が

提起されている．

　同報告書は，全体としてグローバル化への適応と，福祉国家の維持を目的として，その方策と

して生涯学習政策による失業問題への対処が，主な問題意識となっている．また同報告書をまと

めた Nordic Think-tank は，1992 年に開催された成人教育の会合で北欧閣僚理事会から指名を

受け，北欧諸国の成人教育に関わる多様なメンバーから構成され，より幅広いヨーロッパの視点

から，未来の教育について研究を行っている．

　この『草原のなかの黄金の富』を UNESCO の『学習：秘められた宝』と，OECD の『万人

のための生涯学習』と比較をすると，まず先述のように『草原のなかの黄金の富』の方が一年早

く発行されており，国際機関よりも北欧協力の方が先行していた．『草原のなかの黄金の富』も

『学習：秘められた宝』も共に，寓話を参照するという構成になっており，学び方を学ぶという

新しい学習観と，グローバル競争への対応という問題意識を共有している．『草原のなかの黄金

の富』と『万人のための生涯学習』では，前者のサブタイトルである「生涯学習をすべての人に

（Lifelong learning for all）」と，後者の『万人のための生涯学習（Lifelong Learning for 

All）』は，メインタイトルとサブタイトルの違いはあるが，表記が全く同じである．また内容に

ついては，前者が成人教育，後者がノンフォーマル・インフォーマル教育と表記は異なるもの

の，共に生涯学習政策の主要なアクターとして，公的な教育でないものに焦点を当てていること

に共通点がある．

　3-2．北欧成人教育ネットワークについて

　1996 年の欧州生涯学習年によって EU の生涯学習政策が成立して以後の，2000 年代から北欧

協力において生涯学習政策を担ったのが，北欧成人教育ネットワーク（Nordic Network for 

Adult Learning：Nordisk Netværk for Voksnes Læring：NVL）である．同ネットワークの

ウェブページ2によると，NVL は北欧閣僚理事会によって 2005 年に設立され，同理事会から資

金援助を得ている．運営は 2009 年から 2017 年の期間はノルウェースキルス（Norway Skills），

2018 年から 2022 年の期間はデンマークの VIA 大学が担っている．

　NVL の目的は，北欧閣僚理事会によって設定された優先領域における分野を越えた協力に焦

点を当て，生涯学習を推進することであり，その任務は北欧コンピテンスを深め，相互学習を促

すことである．また，NVL は北欧各国の異なる領域（例えば公的教育機関，労働市場など）の

代表者から形成されており，テーマごとに設定された専門家のネットワークを設定し，エビデン

スを持ち寄り，北欧諸国の成人教育における様々な領域の比較を行ったり，生涯学習政策の普及

と実装に寄与する．そして，ヨーロッパやそれ以外の世界との戦略的なパートナーシップによっ
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て，北欧の学習領域や学習効果を拡大する．それらの結果は，ニュースレターや政策単信，そし

てレポートとしてウェブページで公表されている．

　NVL の活動について紹介したパンフレット（Nordic Network for Adult Learning 2019）に

よると，主な活動領域として，認証（Validation），ガイダンスとカウンセリング，持続可能な

発展，コンピテンスの発達，言語教育，職場におけるコンピテンスの発達，包摂と統合などが挙

げられている．特に認証はパンフレットにおいても 初に位置付けられていたり，またウェブ

ページにおいても政策レポートの数が多いことから，NVL における主要な活動であると考えら

れる．

　3-3．北欧共同による PIAAC対策

　2011 年から 2012 年にかけて行われた OECD の PIAAC の結果を，北欧地域独自で分析した

レポートが，「北欧地域における成人スキル」（Fridberg, Torben and others 2015）である．こ

れは北欧地域として，デンマーク，フィンランド，ノルウェー，スウェーデンに加えて，

PIAAC に未参加だったアイスランドを除いて，逆にバルト三国であるエストニアを含めて分析

をしたものである．当レポートがエストニアを含んだ変則的な北欧諸国として作成された背景

は，PIAAC 実施のために行われた 2009 年の PIAAC 国際会議にて，上記の 5 カ国が非公式の会

議を持ったことを契機に，2010 年に各国のプロジェクトマネージャーによる，北欧 PIAAC ネッ

トワークを設立したことがある．

　この北欧 PIAAC ネットワークの目的は，PIAAC の結果について北欧の比較レポートを作成

することであった．PIAAC は OECD の国際比較レポート（OECD 2013）と，各国が発表する

ナショナルレポートのみが作成されているが，OECD がデータを公表しないので，参加国が独

自に比較レポートを作ることができなかった．そのため北欧地域の 5 か国が共同で PIAAC の

データを持ち寄り，北欧 PIAAC データベースを設立し，そのデータベースによって，北欧地域

5 カ国の詳細な比較分析を可能にしたのである．

　エストニアを含めた北欧 5 カ国の結果からは，フィンランド，ノルウェー，スウェーデンは 3

領域全てで平均を上回り，デンマークは読解力以外の 2 領域で平均を上回り，エストニアは問題

解決以外の 2 領域で平均を上回っていた．また EU 諸国との比較，あるいは非 EU 諸国との比較

も行われ，年齢やジェンダー，職の有無や成人教育への参加，学歴などの，社会的要因による詳

細な分析も行われている．

　3-4．教育の質評価

　NVL が設立されてから早い段階で取り組んだのが，成人教育の質保証である．その成果をま

とめたレポート「成人教育における制度的な質保証」（Faurschau ed. 2008）では，まず成人教

育の質保証が求められる背景として，競争力や福祉の維持のために生涯学習が求められるように

なった，1990 年代以降の成人教育の劇的な変化を挙げている．それは 1970 年代に UNESCO が
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進めていた，人間性や民主主義のための生涯学習から，OECD と EU による労働市場に参加す

るための，資格取得のための生涯学習への変化である．このような資格取得のための生涯学習へ

の変化によって，教育と学習の質保証が，北欧諸国においてもヨーロッパにおいても，強力に進

められるようになった．

　そこで NVL は，北欧諸国の教育機関の担当者を集め，教育の質を議論するグループを設立し，

当レポートを作成したのである．EU が教育と訓練 2010 で特定した 3 つの学習領域，公的学習，

ノンフォーマル学習，インフォーマル学習の区分から，公的教育で行われている学習プロセス

と，ノンフォーマル学習，インフォーマル学習を同じようなものとして扱い，教育の質保証を考

察している．その方法であるが，EU の「職業教育訓練における一般質保証フレームワーク」

（Cedefop 2007）を参照し，計画（Planning），実装（Implementation），評価（Evaluation 

and Assessment），レビュー（Review），方法（Methodorogy）の 5 要素に分けて，考察して

いる．具体的には各要素ごとに北欧各国の職業教育学校と，成人職業訓練施設の状況と照らし合

わせながら考察し，その有効性や適用可能性の検証と，北欧諸国に特有の文脈における教育や学

習の質の検討を行っている．

　４．北欧協力の生涯学習政策（2）　－認証制度の確立とその実装過程－

　北欧協力の生涯学習政策について， も重点的に取り組まれている学習成果の認証の制度化，

特にノンフォーマル・インフォーマル教育の認証の制度化について論じ，EU の生涯学習政策が

北欧の生涯学習政策へと継承され，それがさらに発展して北欧化されていることを論じる．

　4-1．ヨーロッパの生涯学習政策と認証の必要性

　北欧協力における生涯学習政策，特にノンフォーマル・インフォーマル学習の認証については

かなり詳細に分析され，丁寧に政策づくりが行われている．その認証制度の形成プロセスを検証

する．

　まず，北欧協力の認証制度を形成するにあたって，2010 年と 2011 年にヨーロッパの認証制度

の検討が行われている．ヨーロッパと共通する北欧レベルにおける認証が抱える課題を考察した

のが，2010 年のレポート「北欧諸国における学習の認証作業の挑戦」（Nordic Network for 

Adult Learning 2010）である．当レポートの作成にあたった専門家グループは，各国レベルで

はなく北欧レベルでの対策を提案している．

　レポートでは第一に，北欧諸国には認証（Validation）に相当する共通する言葉がなく，国ご

とに使われる言葉が異なるため，R/VPL（Recognition of prior learning / Validation）とい

う言葉を用いている．そして北欧諸国における現状の R/VPL は，公的な教育システムの枠組み

に関連付けられており，職場や第三セクターでの取り組みが不十分であったことを指摘してい

る．そのため R/VPL の実装政策においては，これらのセクター間の理解と協力が求められる．
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　第二に，R/VPL に関して北欧に共通する課題として，EU レベルでの認証と関連付ける必要

性が提起されている．2004 年にヨーロッパ評議会が，「ノンフォーマル・インフォーマル教育に

おける特定（Identification）と認証の一般原則」（Council of the European Union 2004）を支

持し，さらに「ノンフォーマル・インフォーマル教育のヨーロッパガイドライン」（Cedefop 

2009）へと進んだことを挙げ，北欧もこれに沿って対応することを提起している．そのため，認

証に関しては，ヨーロッパ，北欧，各国の視座で見ることが可能になることが，指摘されてい

る．

　続く 2011 年には，EQF・NQF に基づく，生涯学習への学習サブシステムの統合の方針を考

察した「北欧・バルト諸国における特にノンフォーマル学習に焦点を当てた EQF・NQF の取り

組みの調査」（Nordentoft, Tiina and Flemming 2011）が出版されている．これはノンフォー

マル教育の NQF への統合に焦点を当てた調査レポートであり，EU における EQF の分析と，

その北欧・バルト諸国への適用状況を詳細に検討している．ここでもやはり，EU の取り組みが

先行しており，その EU の方針に従って北欧・バルト諸国の，より詳細な方針や実装の形態を検

討するという形になっている．

　4-2．北欧共通の認証の質保証モデルの確立

　2009 年に「ノンフォーマル・インフォーマル教育のヨーロッパガイドライン」（Cedefop 

2009）が発表されたことを受けて，北欧協力も同ガイドラインに沿った形で，具体的にノン

フォーマル・インフォーマル教育の認証枠組みを形成する．

　まず 2012 年には，「北欧諸国における認証の質評価」（Dahler and Grunnet 2012）によって，

認証（Validation）の定義と，認証の質を分析する枠組みを設定した．当レポートでは第一に，

Validation の語の採用と，その理論的背景を考察している．

　第二に認証の質については，世界的に求められているものであり，その認証の質を保証するた

めの枠組みづくりが，北欧諸国にも求められていることが述べられている．ここでは北欧の認証

枠組みとして，先行する EU の「ノンフォーマル学習の認証に関するヨーロッパのガイドライ

ン」（Cedefop2009）だけではなく，北欧における認証の質に関する研究・実践である Van 

Kleef（2011, 2012）と，スウェーデンのガイドラインから，新たに北欧独自の認証枠組みとし

て，

（1）法，ルール，規制など

（2）政策

（3）認証システム，協会所属などの説明

（4）ステークホルダー，組織，労働市場，第三セクターなど

（5）認証専門家のコンピテンス，可能性の資格，コンピテンスの要求項目，コンピテンス発展

の機会

（6）認証の方法



14

社会福祉論集　第 146 号

6 つの領域を考案し，そのモデルに沿って各国の認証の質の状況を分析している．

　翌 2013 年には，EU のガイドラインからさらに一歩踏み込み，北欧独自で北欧共通の認証の

質保証モデルを構築した，「北欧諸国における認証の質モデル」（Dahler and Grunnet 2013）が

発行された．北欧各国で異なる認証の質保証モデルに対して，北欧に共通するモデルの構築のた

め，各国の認証の質保証を検討してから，EU のガイドライン（Cedefop 2009）を参照している．

そこで北欧共通の認証の質保証モデルは，各国に共通する認証の質保証モデルではなく，各国の

認証実践者たちに役立つ共通する認証の原則や実践ガイドラインとして検討された．

　北欧共通の認証の質保証モデルは，個人を中心とすることを原則として，認証の質を規定する

要素として情報，前提条件，文書化，協働，ガイダンス，マッピング，アセスメント，フォロー

アップの 8 点が挙げられた．これら 8 つのそれぞれに質の指標と，質保証作業においてどのよう

にしたら良いのかという具体的な経験事例が記載され，担当者やステークホルダーが実践におい

て参照できるようになっている．

　4-3．認証制度の実装

　北欧共通の認証の質保証モデルが確立してからは，北欧協力は認証を実践する評価者の質と能

力，育成についての調査，ガイドラインの作成に移る．この作業は 2015 年から 2016 年にかけて

集中的に行われ，5 つの分野別レポートと 1 つの総括レポートが発行されている．

　第一に認証実践者のガイドラインとして作成されたのが，2015 年の「北欧における認証実践

者のコンピテンスの概観とコンピテンス発展」（Aagaard and others 2015）である．これはま

だ専門分野として確立していない認証実践者について，その専門性に焦点を当てたもので，EU

においてその専門性の確立が求められたことを受けてのものである（European Commission; 

Cedefop; ICF International 2014）．認証実践者としては，カウンセラーと評価者（Assessor）

が主であり，その他に認証の様々な段階に応じて，教師，トレーナー，人材管理者，管理職が想

定されている．その役割やスキル，トレーニングは，EU のガイドライン（Cedefop 2009）で議

論されているとし，EU を参照しながらも，それは北欧共通の認証の質モデルと同様の構造であ

り，個人を中心に，8 つの要素があることが述べられている．

　第二に，VPL ガイダンスを既存のキャリアガイダンスに統合する作業として，2015 年に「北

欧地域における認証のガイダンス」（Lárusdóttir and Guðmundsdóttir 2015）が発行されてい

る．これは北欧地域における認証のガイダンスの課題と推奨事項を明らかにしたもので，EU の

「ノンフォーマル・インフォーマル学習の認証に対する評議会の推奨」（Council of the 

Eurepean Union 2012）にある，EU のガイダンスプロセスである特定（Identification），文書

化（Documentation），評価（Assessment），資格（Certification）から，北欧独自のガイダン

スプロセスとして，EU のガイダンスプロセスの冒頭に情報提供（Information），同じく末尾に

フォローアップ（Follow-up）を加え，より詳細にしている．

　第三に，認証に関係する様々な政策目標をインジケーター化した，2015 年の「認証とコンピ
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テンスの価値」（Nordic Network for Adult Learning 2015）である．これは加盟国が 2018 年

までに認証に関して個人が利益を得られるように，国家的な調整をしなければならないという

EU の方針（Council of the European Union 2012）を受けて，認証が機能するために必要なも

のとして，コンピテンスの特定やその評価だけではなく，個人や社会にとっての利益について論

じている．各国が取り組むべきチェックリストとしても，ベンチマークとしても活用できるもの

として位置づけられており，立法，財政，教育訓練機関における VPL 実践者，VPL コーディ

ネーター，規制のある専門領域，政策間の協調，統計，フォローアップ，EQF などの資格枠組

み，ステークホルダー，組織，情報，質やフォローアップと，評価の各項目にインジケーターを

設定している．

　第四に，国民教育（Folkbildning）における認証方法と北欧のガイドラインとして，2015 年

に「国民教育，キーコンピテンスと認証」（Larjanko ed. 2015）が発行されている．これは EU

の定義した 8 つのコンピテンス（European Union 2006b）を活用し，国民教育と関係するコン

ピテンスと，その認証方法に焦点を当てたものである．EU の 8 つのキーコンピテンスのうち 4

つをそのまま採用し，残りの 4 つのコンピテンスに関しては，北欧の国民教育の 7 つのキーコン

ピテンスとして再定義している．

　第五に，リベラル成人教育における認証について論じた，2016 年の「リベラル成人教育を認

証のツールとして証明する」（Salheimo 2016）であるが，これはリベラル成人教育における学

習実践の文書化を目的としたものである．ノンフォーマルセクターであるリベラル成人教育の資

格を，他の形態の教育でも認証できるようにするために文書化が必要とされるが，その背景には

EU の認証を進める動き（Cedefop 2015）がある．レポートではフィンランドにおけるリベラル

成人教育機関として，成人教育センター，国民高等学校，夏季大学，スポーツ協会，教育組織の

学習センターを挙げ，そのコンピテンスと認証可能性について分析している．

　 後に，これらの一連の認証制度の実装過程を踏まえて，北欧共通の認証の質保証モデルの有

効性について総括的に論じたのが，2017 年の「学習の認証の質」（Andersson and others 2017）

である．同モデルの実装のために Ellström（2008）より，研究者と実践家との相互作用アプロー

チを採用し，デンマークの成人職業教育，フィンランドの学校職業教育，スウェーデンの自治体

における建設職業教育の事例を，実際に北欧共通の認証の質保証モデルを使って分析している．

その結果，北欧諸国間で法律の違いや国家ガイドラインの有無，認証の目的の違いなどがあった

が，北欧共通の認証の質保証モデルは有効であり，今後は国の状況やガイドラインに応じて，さ

らにモデルを調整すべきであると結論づけている．

　4-4．EUの政策から北欧の政策へ

　以上が北欧協力の生涯学習政策であるが，まず EU 成立前は，北欧協力と UNESCO，OECD

などの国際機関との関係が強かったことが読み取れる．国際機関から北欧協力への影響だけでは

なく，むしろ『草原のなかの黄金の富』のように，北欧協力のほうが先んじていたという印象を
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受ける．EU 成立後は，北欧協力においても EU の枠内での活動を重視する方針（Nordic 

Council of Ministers 2005）を決定した 2005 年以降は，EU の政策を受けてそれを北欧化する

姿勢が明確になっている．北欧協力や北欧成人教育ネットワークの政策文書群を見ても，必ず

EU の政策文書が参照されている．それはヨーロッパ地域の政策である EU の政策を受けて，北

欧地域の政策である北欧協力の政策が，EU の政策を北欧化するプロセスを経て策定され，さら

にそれを北欧諸国が共同で採用できる政策へと継承されるという政策決定構造が形成されている

からである．

　そのような政策決定構造において，北欧協力の生涯学習政策についてはかなり具体的な政策が

作成されている．まず北欧共同の PIAAC データベースのような，他地域にはない国境を越えた

データベースの作成は，北欧に独自のものである．次にノンフォーマル・インフォーマル教育の

認証のガイドラインについては，認証担当人員や組織の教育・組織化にまで詳細に言及してお

り，初等教育や高等教育などその他の教育分野よりも，従来は国家によって行われてきた政策決

定領域に，大きく踏み込んだものになっている．これは EU が北欧協力よりも先行して，国家の

政策決定領域に踏み込んだガイドラインを策定したために，北欧協力もその文脈を踏襲したもの

である．

　ただし，EU や北欧協力が従来の国家における政策決定領域に踏み込んだといっても，それは

政策それ自体を直接的に決定したのではなく，国家による政策決定を推進するために，側面から

枠組みを整備したものだと考えられる．その点では，複層化した国境を越える政策構造の形成に

よって，国家における政策決定の主権を侵犯することなく，国際機関と国家との間で政策決定領

域を再編し，グローバル化や EU の政策に適応できるようにしたと，見なすことができるだろ

う．

　おわりに

　本論では，北欧協力の生涯学習政策をグローバル社会における国際機関や EU との関係から，

複層的に描き出した．

　まず，北欧諸国における生涯学習政策に関する先行研究を概観したのち，グローバル化に際し

て形成された北欧諸国を取り巻く三層の国境を取り巻く制度構造について論じ，グローバルレベ

ルにおける制度構造として，国連と OECD の生涯学習政策について考察した．

　次に，ヨーロッパレベルにおける制度構造として EU の生涯学習政策について，まずはその政

策構造について論じ，その上で欧州資格枠組みと，ノンフォーマル教育とインフォーマル教育の

認証ガイドラインについて論じた．

　続いて，北欧地域レベルの制度構造として北欧協力の生涯学習政策について，EU の生涯学習

政策の成立の前と後とで，それぞれ異なる推進体制と主要な政策領域について論じた．

　 後に，北欧協力の生涯学習政策の中でも， も重点的に取り組まれている学習成果の認証の
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制度化，特にノンフォーマル・インフォーマル教育の認証の制度化について論じ，EU の生涯学

習政策が北欧の生涯学習政策へと継承され，さらに発展して北欧化されていることを論じた．

　結論として，北欧協力は UNESCO や OECD といったグローバル社会の生涯学習政策だけで

はなく，特に EU の生涯学習政策に強く影響を受けながら，北欧地域独自の生涯学習政策を形成

し，北欧諸国が共同で採用し，グローバル社会や EU に適応できるようにしていることが明らか

になった．

註

１：槌田は統治システムではなく政府と呼称しているが，ここでは多段階統治の呼称に合わせて，統治シ

ステムとした．

２：Nordic Network for Adult Learning（NVL）　（https://nvl.org/Om-NVL/In-English　accessed 

October 28, 2021）．
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